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“願い”です。
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平成19年12月に「政治資金規正法」が改正され、平成19年12月から、国会議員関係政
治団体は、収支報告書、会計帳簿及び領収書等について、総務省政治資金適正化委員会
が行う研修を修了した登録政治資金監査人（政治資金適正化委員会の登録を受けた税理
士・弁護士・公認会計士）による政治資金監査を受けることが義務づけられました。
政治資金パーティー収入の記載を巡る問題が社会的な関心を集めたことを契機に、政治
資金の収支報告制度の一層の適正化と透明性の向上を図り、政治に対する国民の信頼の
回復を目指して、令和6年に政治資金規正法が改正されました。これにより、令和８年分
収支報告書（解散分は令和９年以降）から、全ての支出の監査に加え、翌年への繰越しに
係る監査が追加されました。

地方公共団体監査制度1
平成9年5月に「地方自治法の一部を改正する法律案」が成立し、平成10年10月より地方
公共団体に外部監査制度が導入されました。
地方公共団体の監査制度は、従来、監査委員による内部監査が実施されていましたが、こ
の法律改正により、税理士・弁護士・公認会計士による外部監査制度が導入され、監査制
度の充実、強化がはかられることとなりました。

政治資金監査制度2

1 2

人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理等に関し優れた知識を有する人

　監査委員は、知事・市長等の指揮監督に服さず、独立した立場で、地方公共団体の行財政
が法令に準拠して適正に行われているか、また、効果的、合理的、能率的に行われているか
を監査します。
　税理士は、全国の地域に密着して業務を行っているため、多くの団体の監査委員として活
躍しています。
　また、平成21年6月16日付地方制度調査会の答申は、「監査能力の向上を図るためには、
監査委員の専門性を高めるという見地から弁護士、公認会計士又は税理士の資格を有する者
や実務に精通している者等の積極的な登用を促進していく必要がある。」と述べています。

◎令和6年における国会議員関係政治団
体（収支報告書の提出義務があるもの
で解散団体を含む。）は2,960団体（総
務大臣届出分726団体、都道府県選挙
管理委員会届出分2,234団体）であり、
登録政治資金監査人の登録者数はこれ
を上回っている状況にある。

地方自治体が住民の信頼を得ながらその役割を果たしていくためには、財務を始めとす
る事務処理の適正さを確保することが必要不可欠です。
その行政執行の公正性と能率性を確保するため、地方自治制度の重要な柱として「監査
委員制度」が設けられています。

監査委員

　監査制度の充実強化を図るため、監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことがで
きることにし、監査専門委員は専門の学識経験を有する者の中から代表監査委員が代表監査
委員以外の監査委員の意見を聴くこととし、監査専門委員は監査委員の委託を受け、その権
限に属する事務に関し必要な事項を調査する。監査専門委員は非常勤とする。

監査専門委員

　地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、
内部統制に関する方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共団体の長等の損害賠償責任
の見直し等規定の整備が図られました。税理士等の学識経験を有する者の地方公共団体への
協力と活躍の機会が広がりました。施行期日　令和2年4月1日（一部は平成30年4月1日）

地方自治法等の一部を
改正する法律の概要

識見者

議員のうちから選任された人議選者

●政治資金監査の流れ（令和９年１月以降）

士業別登録政治資金監査人の登録状況
（令和7年12月31日付登録分までの総登録者数）

（登録状況・国会議員関係政治団体数：総務省政治資金適正化委員会提供）

登録者数合計
5,160人

税理士
3,815人

弁護士
338人

公認会計士
1,007人

外部監査制度とは…… 政治資金監査制度とは……

監査委員制度とは……

前年の支出
（1/1～12/31）
●全ての支出に係る
　領収書等を徴取
●収支報告書公表から
　３年間保存

翌年への繰越し
（12/31時点）

●金融機関が作成する残額
　を証する書面を徴取
●残額確認書を作成
･･･翌年への繰越額と残高
に差額が生じる場合は、「差
額説明書」を作成

収支報告書の
内容を説明

政治資金監査の依頼・契約

政治資金監査の実施

政治資金監査報告書の提出

確認書の
提出

代表者

会計責任者

（都道府県選管届出分） （総務大臣届出分）

総務省政治資金適正化委員会
の登録・研修を受けた

税理士・弁護士・公認会計士

国会議員関係政治団体 登録政治資金監査人

□　収支報告書（人件費以外の経費で１件１万円超の支出の明細を記載）
□　領収書等の写し（人件費以外の経費で１件１万円超の支出に係るもの）
□　領収書等を徴し難かった支出の明細書等（同上）
□　振込明細書に係る支出目的書及び振込明細書の写し
□　振込明細書の写し（同上）
□　政治資金監査報告書
□　代表者が交付した確認書

収支報告書等の提出（原則として５月31日まで）6

オンライン提出の義務化
（令和９年１月１日以降提出分から）
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成年後見制度のしくみ

3 4

●税理士との関わり

第三者機関

審理員

審査請求人 処分庁

審査庁
（例）首長

（国民） （例）各部局の長

（例）総務課職員※

（例）行政不服審査会※

②審理

③裁決の案

④質問・答申

⑤裁決

①主張・証拠提出 ①主張・証拠提出

※国：総務省に設置
　地方公共団体：共同設置、他団
体への委託・事件毎に第三者機
関設置が可能

※職員のうち処分の決定に関与し
ていない者や、非常勤職員とし
て外部人材を指名（税理士・弁
護士等）

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方々の
日常生活を支援するため、財産管理等を行う制度で、法定後見制度と任意後見制度の二
つの種類があります。
平成28年5月には成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、国及び地方公共
団体並びに福祉・法律関係団体等による相互の連携の下、成年後見制度の利用促進に関す
る施策を推進し、認知症高齢者や障害者を社会全体で支え合うことが求められています。

行政不服審査制度は、行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し
立てる手続をいい、簡易迅速な手続により、国民の権利利益の救済を図ることを目的とし
た制度です。
公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観点から、時代に即し
た見直しを実施し、平成26年に全面的に改正され、平成28年4月に施行されました。
この改正で、審理員による審理手続や第三者機関への諮問手続が導入されています。

国においては国税通則法に関する不服申立て、地方公共団体においては地方税法に関する不服申立てが多く、
税理士は、税務の専門家という立場から、審理員や第三者機関委員に選任されています。
税理士の職能を活かした第三者的視点をもった行政の適正な運営への関与が期待されています。

●税理士との関わり
認知症高齢者等の増加により、成年後見制度の利用の必要性が高まる一方で、成年後見人等の担い手の育成が課
題となっています。
税理士は、成年後見制度、ことに財産管理において、その職能を発揮するとともに、全国各地で活動する会員が、
この制度の担い手として活躍することが期待されています。

成年後見制度とは…… 行政不服審査法における審理員制度・第三者機関委員制度とは……

成年後見制度3 行政不服審査制度4

◎法定後見制度

　補助・保佐・後見は法定後見
制度とよばれ、親族などの請求権
者（身寄りのない方は市町村長）
から法定後見開始の審判を申立
て、家庭裁判所によって適任と思
われる支援者（法律や福祉の面
から支援する人）が選ばれます。

本 人

支 援 者

（ 監 督 人 ）

成 年 被 後 見 人

成 年 後 見 人

（成年後見監督人）

被 保 佐 人

保 佐 人

（保 佐 監 督 人）

被 補 助 人

補 助 人

（補 助 監 督 人）

類　　型

後　　見

保　　佐

補　　助

判断能力が欠けているのが
通常の状態の方を対象

判断能力が
著しく不十分な方を対象

判断能力が
不十分な方を対象

手続の流れ

申立て

審　理

審　判

登　記

告知・通知

法定後見
開始

◎任意後見制度

　任意後見制度は、本人の判断
能力がある時に、将来を考え契約
を結びます。その後、判断能力が
不十分になったときに、本人があ
らかじめ結んでおいた任意後見契
約にしたがって任意後見人が本人
を支援する制度です。

任意後見契約 手続の流れ

公正証書
にて契約

任意後見
開始

登　記

任意後見
監督人選任

　任意後見契約は、定められ

た様式の公正証書で締結し、

後見登記が必要です。委任す

る契約の内容は本人の希望に

応じて設定できます。例えば、

預貯金の管理、賃貸借契約の

締結、介護サービスの契約、

施設の入所契約などです。
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社会福祉法人が行う事業
●社会福祉事業（社会福祉法第2条）
　①第1種社会福祉事業

　利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要が高い事業（主と
して老人ホーム等の入所施設サービス）です。その経営主体は、原則として国、地方公共
団体、社会福祉法人に限られています。

　②第2種社会福祉事業
　比較的利用者への影響が少ないため、公的規制が低い事業（主として老人居宅介護等の
在宅サービス）です。経営主体に制限はなく、届出をすることにより事業経営が可能です。

●公益事業（社会福祉法第26条）
　社会福祉と関係のある公益を目的とする有料老人ホーム等の事業で、社会福祉事業の円滑
な遂行を妨げるおそれがないこと。

●収益事業（社会福祉法第26条）
　その収益を社会福祉事業又は一定の公益事業に充てることを目的とする貸ビル経営等の事
業で、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。

平成29年4月1日（一部平成28年4月1日）より施行された社会福祉法人の制度改革により、公益性・非営利性
を確保する観点から①経営組織のガバナンスの強化②事業運営の透明性③財務規律の強化④地域における公益
的な取組を実施する責務⑤行政の関与の在り方についてを見直し、国民に説明責任を果たし、地域社会に貢献
する法人の在り方を徹底することになりました。この制度改革により税理士、税理士法人は、専門家として、
社会福祉法人に関わることが今まで以上に求められています。

（１）監事として
　監事は「財務管理に見識を有する者」がいることが必須とされています。税理士は監事として、計算書類、事業報告、附
属明細書を監査します。理事や法人の職員に対して事業の説明を求め、業務や財産の状況の調査をすることができます。

（２）社会福祉充実残額の策定過程の確認
　社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継承に必要な財産を控除した上、再投下可能な
財産（「社会福祉充実残額」という）を算定しなければならないこととなりました。その結果、社会福祉充実残額が
生じる場合には、社会福祉充実計画を策定し、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、その残額を計画的かつ有効に再投
下していく必要があります。
　この際、税理士、公認会計士等に意見聴取して、社会福祉充実残額の算定過程を中心に確認を行い、確認書を作
成するものとされています。

（３）専門家の支援を受けることによる指導監査周期の延長
　税理士等「専門家」により、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制
の向上に対する支援を受けた法人が、専門家の支援を踏まえて作成する書類が提出された場合は、指導監査の周期が
通常の3年に1回から4年に1回の周期に延長されます。

（４）会計税務顧問と兼務する業務
　所轄庁に提出する計算書類等や現況報告書の電子システムへの入力について、代理申請や新制度の運営アドバイス
を行います。

5 6

NPO法人

ADR（裁判外紛争解決手続）

法テラス（日本司法支援センター）

地方独立行政法人の監事

公益法人

する制度が設けられています。

●税理士との関わり

社会福祉事業を行うことを主たる目的として社会福祉法に基づいて設立される法人です。
①社会福祉事業を行うことを目的とする（公益性）
②法人設立時の寄附者の持分は認められず、残余財産は社会福祉法人その他社会福祉事
業を行う者又は国庫に帰属（非営利性）
③所轄官庁の許可により設立される

社会福祉法人とは……

社会福祉法人制度5 その他の公益活動6
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税理士は、税理士証票を持ち、
税理士バッジをつけています。

 
 

お問い合わせはお近くの税理士会へ

発行

　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の
理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適
正な実現を図ることを“使命”とする（税理士法第1条）職業です。
　この使命に基づいて、税務代理や税務書類の作成、税務相談を行っています。また、会
計業務や事業経営へのアドバイスなども行っています。
　この日常の業務で培ったものをもっと社会に役立てていきたい、これが私たち税理士の
“願い”です。

日 本 税 理 士 会 連 合 会
〒141-0032  東京都品川区大崎 1-11-8  日本税理士会館８階

TEL. 03 (５４３５) 0931  https://www.nichizeiren.or.jp/ 

※日本税理士会連合会は全国15税理士会の連合体です。

北海道税理士会
（北海道）
〒064-8639
札幌市中央区北3条西20
北海道税理士会館3階
TEL.011-621-7101

東北税理士会
（宮城県、岩手県、福島県、秋田県、青森県、山形県）
〒984-0051
仙台市若林区新寺1-7-41
TEL.022-293-0503

関東信越税理士会
（埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県）
〒330-0854
さいたま市大宮区浅間町2丁目7番地
TEL.048-643-1661

東京税理士会
（東京都）
〒151-0051　渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館
TEL.03-3356-4461

四国税理士会
（香川県、愛媛県、
徳島県、高知県）
〒760-0017 
高松市番町2-7-12
TEL.087-823-2515

南九州税理士会
（熊本県、大分県、
鹿児島県、宮崎県）
〒862-0971
熊本市中央区
大江5-17-5 
TEL.096-372-1151

九州北部税理士会
（福岡県、佐賀県、長崎県）
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1-13-21
九州北部税理士会館
TEL.092-473-8761

中国税理士会
（広島県、岡山県、
山口県、鳥取県、島根県）
〒730-0036
広島市中区袋町4-15
TEL.082-246-0088

近畿税理士会
（大阪府、京都府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、滋賀県）
〒540-0012
大阪市中央区谷町1-5-4 
TEL.06-6941-6886

名古屋税理士会
（愛知県（名古屋市、清須市、北名古屋市、半田市、常滑市、東海市、大府市、
知多市、豊明市、日進市、長久手市、西春日井郡、愛知郡、知多郡）、岐阜県）
〒464-0841　名古屋市千種区覚王山通8-14
税理士会ビル4階　TEL.052-752-7711

東海税理士会
（愛知県（名古屋税理士会に関わる地域を除く）、静岡県、三重県）
〒450-0003　名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル22階　TEL.052-581-7508

千葉県税理士会
（千葉県）
〒260-0024　千葉市中央区中央港1-16-12
税理士会館3階　TEL.043-243-1201

東京地方税理士会
（神奈川県、山梨県）
〒220-0022　横浜市西区花咲町4-106
税理士会館7階　TEL.045-243-0511

北陸税理士会
（石川県、福井県、富山県）
〒920-0022
金沢市北安江3-4-6
TEL.076-223-1841

沖縄税理士会
（沖縄県）
〒901-0152　那覇市小禄1831-1
沖縄産業支援センタービル7階
TEL.098-859-6225
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